
あなたの風景
あなたのふるさと

２月７日は

ふるさとの日

福井県 ふるさとの日

福井県交流文化部定住交流課



福井県交流文化部定住交流課 〒910-8580 福井県福井市大手３丁目１７番１号
TEL：0776-20-0665／FAX：0776-20-0644／E-mail：furusatokouken@pref.fukui.lg.jp

「ふるさとの日」に関するお問い合わせ

２月７日はふるさとの日

福井県は、明治１４年２月７日、太政官布告により誕生しました。

そこで、置県の日である２月７日を「ふるさとの日」と定め、県民一人ひとり
が自らの郷土について理解と関心を深め、より豊かな郷土を築き上げることを期
する日としています。

現在の福井県は、昔の越前国と若狭国から
なります。

江戸時代には藩政が敷かれ、幕府直轄地と

各藩の領地に分かれていましたが、江戸幕府

が滅び、明治４年に廃藩置県が行われました。

その後、今の福井県をなす地域では、離合

集散が繰り返され、明治９年には石川県と滋

賀県に統合されました。

明治14（1881）年に、石川県・滋賀県より、

坂井・吉田・足羽・大野・丹生・今立・南

条・敦賀・三方・遠敷・大飯郡が分離・統合

し、現在の福井県が誕生しました。

福井県の成り立ち

石川県

滋賀県

福井県

明治９年 明治１４年～

インターハイ開催

全国高等学校総合体育大会（イン
ターハイ）が、５４年ぶりに福井県
を中心に開催されました（令和３年
７月～８月）。
ボートや男子ホッケーの団体競技、
女子体操個人競技での優勝など、福
井県勢が活躍しました。

嶺南地域では、国のナショナルサ
イクルルートの指定を目指し、若狭
湾サイクリングルートの整備やサイ
クリストの受入環境整備、情報発信
等を進めています。

持続可能な地域づくりを進める自
治体として、福井県が国の「ＳＤＧｓ
未来都市」に選定されました。
未来を担う次世代に選ばれる「し
あわせ先進モデルふくい」の実現に
向けて、県内の企業、団体等と連携
しながら取組みを進めていきます。

ふくいのトピックス

ＳＤＧｓ未来都市に選定 若狭湾サイクリングルート推進

当日は、公共施設の無料開放のほか、ふるさと福井にまつわる各種イベント等が開催

されます。詳細は下記ＱＲコードからご覧ください。


